
六
九

五
弓
雪
窓
著
『
福
山
管
内
地
理
略
』
に
つ
い
て

佐
　
藤
　
健
太
郎

は
じ
め
に

　
『
福
山
管
内
地
理
略
』（
以
下
、『
地
理
略
』
と
す
る
。）
は
、
福
山
藩
士
五
弓
雪
窓

（
久
文
）
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
教
科
書
で
あ
る
。『
地
理
略
』
は
、『
福
山
市
史
』・

『
誠
之
館
百
三
十
年
史
』
な
ど
で
そ
の
名
が
ふ
れ
ら
れ
る
程
度
で①
、
そ
の
内
容
を
知
る

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
藤
木
英
太
郎
氏
が
「
備
後
五
弓
久
文
著
「
福
山
管
内
地

理
略
」
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
論
文
の
な
か
で
、『
地
理
略
』
掲
載
の
福
山
藩
領
六
郡

の
う
ち
の
二
郡
（
葦
田
郡
・
品
治
郡
）
の
記
載
を
翻
刻
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、『
地
理

略
』
の
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た②
。

　

さ
て
、
五
弓
雪
窓
の
著
書
・
蔵
書
（
総
計
五
一
五
冊
）
は
、
現
在
関
西
大
学
図
書

館
五
弓
雪
窓
文
庫
に
保
管
さ
れ
て
い
る③
。
同
文
庫
に
は
二
冊
の
『
地
理
略
』
や
雪
窓

の
日
記
『
晩
香
館
日
誌
』④

が
あ
り
、『
地
理
略
』
の
編
纂
に
関
す
る
記
述
が
み
ら
れ

る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
二
冊
の
『
地
理
略
』
の
調
査
を
中
心
に
、『
晩
香
館
日
誌
』
な

ど
を
用
い
て
、『
地
理
略
』
の
編
纂
過
程
・
材
料
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

第
一
章
　
五
弓
雪
窓
と
二
冊
の
『
福
山
管
内
地
理
略
』

　

五
弓
雪
窓
は
、
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
に
備
後
国
府
中
の
羽
中
八
幡
社
の
神
職

五
弓
久
範
の
子
に
生
ま
れ
、
名
は
久
文
、
通
称
は
豊
太
郎
、
字
は
士
憲
、
雪
窓
と
号

し
た⑤
。
天
保
年
間
に
大
坂
で
後
藤
松
蔭
・
広
瀬
旭
窓
、
江
戸
で
は
津
藩
の
斉
藤
拙
堂
・

昌
平
黌
の
依
田
匠
里
・
林
檉
宇
な
ど
の
も
と
で
学
ん
だ
。
後
に
下
総
国
飯
沼
郡
弘
経

寺
の
梅
癡
の
招
聘
に
応
じ
て
学
寮
で
教
授
し
て
い
た
が
、
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）

に
病
を
得
て
帰
郷
し
た
。
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）、
雪
窓
は
九
代
藩
主
阿
部
正
方
に

召
し
出
さ
れ
士
籍
に
列
し
、
誠
之
館
教
授
・
分
校
郷
黌
教
授
な
ど
を
つ
と
め
、
明
治

五
年
（
一
八
七
二
）
の
学
制
施
行
に
伴
う
郷
黌
廃
止
後
は
、
私
塾
晩
香
館
を
開
い
た
。

明
治
七
年
に
は
文
部
省
史
官
と
な
り
、
そ
の
後
太
政
官
修
史
局
・
御
用
掛
・
三
等
協

修
を
歴
任
す
る
も
、
母
の
病
の
た
め
に
帰
郷
す
る
。
帰
郷
後
は
晩
香
館
に
て
再
び
教

育
に
従
事
す
る
一
方
で
、
近
代
伝
記
を
集
成
し
た
『
事
実
文
編
』
な
ど
を
著
し
、
明

治
一
九
年
（
一
八
八
六
）
に
六
三
歳
で
没
し
た
。

　

雪
窓
の
蔵
書
は
、
昭
和
二
九
年
（
一
九
五
四
）
以
降
、
数
次
に
わ
た
っ
て
関
西
大

学
図
書
館
に
寄
贈
さ
れ
、
図
書
館
は
「
五
弓
雪
窓
文
庫
」
と
し
て
保
管
し
て
い
る⑥
。
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同
文
庫
に
は
二
冊
の
『
地
理
略
』
が
架
蔵
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
二
冊
に
つ
い
て

説
明
を
加
え
た
い
。

（
Ａ
）『
福
山
管
内
地
理
略
』（『
晩
香
館
筆
叢
』
一
二
に
収
録
。
以
下
、
Ａ
本
と
す
る
。）

�

〔
函
号
：
Ｌ
Ｇ
2
＊
42
＊
12
〕

　

袋
綴
装
冊
子
本
。
楮
紙
。
黒
色
表
紙
の
左
上
に
「
晩
香
館
叢
書
十
二
」
と
書
か
れ

た
白
色
付
箋
を
は
る
。
一
丁
表
に
「
福
山
藩
五
弓
氏
蔵
書
記
」
印
が
あ
る
。
本
書
に

は
、
阿
部
正
次
・
忠
秋
の
伝
記
『
野
史
武
列
伝
』・『
地
理
略
』・
歌
舞
伎
関
係
史
料
の

『
仮
涙
余
録
』
な
ど
が
収
め
ら
れ
、
挟
ま
れ
て
い
る
書
付
に
「
雪
窓
自
書
」
と
あ
り
、

本
書
は
雪
窓
の
手
稿
本
で
あ
ろ
う
。

　

一
七
丁
表
以
降
が
『
地
理
略
』
で
、『
地
理
略
』
の
墨
付
は
一
一
丁
で
あ
る
。
内
題

に
よ
る
と
、
は
じ
め
は
「
福
山
地
誌
稿
」
で
あ
っ
た
が
、
後
に
「
福
山
管
内
地
理
略
」

に
改
め
て
い
る
。
本
文
全
体
に
朱
筆
に
よ
っ
て
句
点
が
付
け
ら
れ
て
、
朱
筆
・
墨
筆

に
よ
る
校
訂
が
な
さ
れ
て
い
る⑦
。
Ａ
本
の
内
容
は
、
総
論
、
沼
隈
郡
・
葦
田
郡
の
地

形
で
あ
る

（
Ｂ
）『
福
山
管
内
地
理
略
』（
以
下
、
Ｂ
本
）�

〔
函
号
：
Ｌ
Ｇ
2
＊
11
＊
2
〕

　

袋
綴
装
冊
子
本
。
楮
紙
。
薄
青
色
表
紙
の
左
上
に
「
福
山
管
内
地
理
略　

完
」
と

書
か
れ
た
白
色
付
箋
を
は
る
。
内
題
は
「
福
山
管
内
地
理
略
」
で
あ
る
。
墨
付
は
四

七
丁
で
あ
る
。
一
丁
表
に
「
福
山
藩
五
弓
氏
蔵
書
記
」
が
あ
る
。
本
書
は
真
田
基
一

郎
に
よ
っ
て
清
書
さ
れ
た
も
の
で
あ
る⑧
。
本
文
全
体
に
朱
筆
に
よ
っ
て
句
点
、
文
末

に
」
が
付
け
ら
れ
て
、
朱
筆
・
墨
筆
に
よ
る
校
訂
が
な
さ
れ
て
い
る⑨
。
Ｂ
本
の
内
容

は
、
は
じ
め
に
福
山
城
下
、
つ
い
で
藩
領
七
郡
、
一
六
三
村
を
説
明
す
る
。

　

次
に
両
書
の
葦
田
郡
に
関
す
る
記
述
（
Ａ
本
は
全
文
を
、
Ｂ
本
は
冒
頭
と
福
田
村
）

を
引
用
し
、
内
容
を
確
認
し
よ
う
。

��

Ａ
本⑩��　

葦
田
郡
地
形

葦
田
郡
ハ
、
四
面
皆
山
ニ
シ
テ
、
葦
田
川
一
帯
ノ
水
、
西
南
ニ
流
注
シ
、
府
中

ヨ
リ
、
中
須
迠
東
西
凡
一
里
許
、
府
川
高
木
ヨ
リ
、
本
山
町
村
迠
、
南
北
十
三

町
余
、
若
十
五
六
町
余
、
今
ハ
一
村
名
ト
ナ
レ
ト
モ
、
和
名
鈔
ニ
、
所
謂
広
谿

ノ
郷
是
ナ
リ
、
平
坦
昿
豁
ノ
效
野
ニ
シ
テ
、
一
郡
ニ
於
テ
、
此
野
ハ
、
固
膏

ニ
シ
テ
、
且
葦
田
川
ノ
水
利
ヲ
受
ケ
、
稲
綿
ノ
利
ハ
、
申
モ
サ
ラ
ナ
リ
、
其
中

ニ
、
本
山
旗
立
山
樋
池
山
ヲ
、
最
高
ト
ス
、
府
中
ヨ
リ
、
荒
谷
ヘ
入
リ
、
北
ヘ

転
シ
、
木
野
山
藤
尾
桑
木
一
帯
ノ
山
脈
ト
ナ
ル
、
又
其
ヨ
リ
、
子
丑
ニ
、
転
接

シ
、
金
丸
常
本
山
連
抱
ノ
峯
巒
ト
ナ
リ
、
常
ヨ
リ
本
山
稲
籠
峠
ヲ
、
南
踰
テ
、

泒
分
左
折
シ
、
町
村
広
谷
ノ
山
ヲ
ナ
シ
、
右
折
樋
池
山
八
尾
ノ
諸
山
ヲ
ナ
ス
、

扨
荒
谷
ヨ
リ
、
西
転
シ
、
上
山
久
佐
行
縢
阿
字
等
ノ
村
ヲ
ナ
ス
、
大
率
、
府
中

ヨ
リ
、
西
北
ノ
諸
村
、
皆
山
間
ニ
棲
居
シ
、
梯
田
多
ケ
レ
ト
モ
、
幸
ニ
潤
水
湧

出
シ
テ
、
潅
漑
ノ
便
ア
シ
カ
ラ
ス
、
米
麦
ハ
、
府
中
以
東
平
坦
ノ
村
野
ニ
、
較

比
ス
レ
ハ
、
僅
ニ
一
等
ヲ
下
レ
ト
モ
、
能
ク
烟
草
芋
楮
雑
穀
ヲ
生
シ
、
且
草
木

饒
冨
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
築
造
薪
炊
、
牛
馬
牧
養
ノ
利
、
亦
莫
大
ナ
リ
、
夫
羽
翼
ナ

キ
モ
ノ
ハ
、
必
爪
牙
ア
ル
ノ
理
、
天
ノ
有
余
不
足
ヲ
、
相
補
助
シ
、
人
物
ヲ
シ

テ
、
各
其
生
活
ヲ
遂
ケ
シ
メ
、
偏
党
ス
ル
所
ナ
キ
ハ
、
実
ニ
天
ノ
材
用
ト
云
ヘ

シ
、
此
理
各
郡
ミ
ナ
然
リ
、
豈
独
本
郡
而
巳
ナ
ラ
ン
ヤ
、
然
ラ
ハ
、
山
間
郊
野

ノ
両
民
、
各
其
土
ニ
安
シ
、
羨
悪
ノ
心
ヲ
起
サ
ス
、
其
力
ヲ
耕
稼
ニ
尽
シ
、
然

ル
後
、
仰
事
俯
育
ノ
志
ヲ
達
ス
ヘ
シ
、
扨
府
中
ヨ
リ
、
葦
田
川
ヲ
溯
リ
、
目
﨑

ヲ
経
、
父
石
ニ
及
ヒ
、
右
折
ス
レ
ハ
、
河
面
ナ
リ
、
父
石
ノ
午
末
ヨ
リ
流
出
ル

モ
ノ
ハ
、
御
調
川
ニ
シ
テ
、
酉
戌
ヨ
リ
流
来
ル
源
頭
ハ
、
世
羅
郡
蔵
宗
村
ナ
リ
、
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諸
水
合
流
、
父
石
ニ
到
リ
、
一
帯
ノ
葦
田
川
ト
ナ
ル
、
此
川
秋
ノ
交
、
香
魚
ノ

美
、
近
国
ニ
比
類
ナ
シ
、
唯
シ
、
府
中
以
東
ハ
、
其
魚
稍
小
ニ
シ
、
味
亦
従
テ

減
ス
、
蓋
シ
、
上
流
深
広
、
水
性
美
潔
ノ
致
ス
所
ナ
リ
、
葦
田
川
南
ノ
大
道
ハ
、

尾
道
往
還
ナ
リ
、
土
生
栗
柄
ヨ
リ
、
柞
摩
ヲ
経
、
御
調
郡
尾
原
ニ
接
ス
、
中
須

広
谷
ヨ
リ
、
尾
道
松
永
ヘ
赴
ク
往
還
ハ
、
相
方
鍋
峠
ヲ
踰
ヘ
、
有
地
ヲ
過
キ
、

尾
原
ニ
出
テ
、
又
尾
道
ノ
官
道
ト
ナ
ル
、
官
道
、
府
中
ヨ
リ
、
荒
谷
ニ
入
ル
ハ
、

上
下
雲
石
二
州
ト
、
左
右
ニ
分
ル
、
父
石
ニ
到
ル
ハ
、
芸
州
ニ
赴
ク
、
且
府
中
、

郡
ノ
中
央
ニ
ア
リ
テ
、
四
達
五
通
、
商
売
輻
輳
、
売
事
ノ
便
地
ナ
ル
ヲ
故
ニ
、

温
戸
豪
族
、
少
カ
ラ
ス
、
第
一
水
川
ニ
近
キ
以
テ
、
水
車
ノ
利
多
シ
ト
云
ト
モ
、

却
テ
水
害
ニ
罹
ラ
ス
、
若
シ
他
日
通
船
ノ
良
策
ヲ
得
ハ
、
更
ニ
数
層
ノ
利
ヲ
、

受
ク
ル
モ
知
ル
可
カ
ラ
ス
、
有
地
栗
柄
福
田
、
川
南
ノ
諸
村
、
山
ア
リ
、
田
ア

リ
、
地
形
険
易
相
半
ニ
シ
、
耕
耘
登
降
ノ
労
逸
モ
、
亦
府
中
以
西
ノ
山
村
ト
、

府
中
以
東
ノ
郊
野
ト
ノ
間
ニ
居
ル
、
是
全
郡
形
勢
ノ
大
略
ニ
シ
テ
、
要
ス
ル
ニ
、

府
中
ノ
繁
阜
、
本
山
金
丸
常
ノ
米
栗
、
中
須
高
木
広
谷
ノ
種
綿
ハ
、
誠
ニ
二
十

八
村
ニ
冠
タ
リ
ト
云
ヘ
シ

��

Ｂ
本��　

葦
田
郡

全
郡
ノ
大
形
ハ
、
山
北
川
南
、
東
野
西
市
ニ
テ
、
南
ハ
御
調
沼
隈
東
ハ
品
治
、

西
北
ハ
世
羅
甲
努
ニ
隣
ル
、
葦
田
川
ノ
ア
ル
ヲ
以
テ
、
郡
名
ト
ナ
セ
シ
カ
、
又

此
郡
ニ
流
ル
ル
水
故
、
川
名
ト
セ
シ
カ
、
両
説
未
タ
詳
ナ
ラ
ス
、
抑
昔
シ
ハ
大

郡
ナ
ル
、
其
確
証
ハ
、
甲
努
郡
モ
此
郡
ヲ
分
割
セ
シ
事
、
国
史
ニ
載
ス
ル
ヲ
見

テ
モ
知
ル
ヘ
キ
ナ
リ
、
村
数
凡
二
十
八
、
其
名
ハ
下
方
ニ
条
列
ス
、
福
田
村
ハ

藩
城
ヲ
相
距
ル
三
里
、
戌
亥
当
ル
、
租
額
ハ
千
六
百
九
十
六
石
一
斗
八
升
二
合
、

戸
数
ハ
、
三
百
七
十
軒
、
口
数
ハ
、
二
千
十
二
人
、
神
祠
大
小
四
十
一
宇
ニ
テ
、

寺
院
ハ
、
二
基
ナ
リ
（
以
下
、
二
七
村
の
説
明
あ
り
。
略
す
。）

　

両
本
は
い
ず
れ
も
『
福
山
管
内
地
理
略
』
と
題
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
記
述
形
式

は
全
く
異
な
る
。
Ａ
本
は
郡
内
の
様
子
を
山
脈
・
水
利
を
中
心
に
し
て
、
郡
内
の
様

子
を
説
明
す
る
。
Ｂ
本
は
、
郡
の
冒
頭
に
①
郡
の
地
形
・
堺
・
郡
名
の
由
来
・
村
数

②
各
村
の
藩
城
（
福
山
城
）
か
ら
み
た
方
角
・
距
離
③
租
額
・
戸
口
数
④
神
祠
の
数

⑤
寺
院
の
数
を
列
挙
す
る
。
な
お
地
域
の
特
徴
（
古
跡
・
土
地
の
肥
痩
・
災
害
の
歴

史
・
名
産
）
な
ど
の
情
報
が
書
か
れ
る
場
合
も
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
記
述
形
式
の
違
い
の
要
因
は
、
両
本
の
編
纂
目
的
に
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
Ａ
本
は
総
論
で
、
国
に
山
河
が
あ
る
こ
と
は
人
に
筋
骨
が
あ
る
こ
と
と
同
じ
と

指
摘
し
、「
国
亦
然
、
山
岳
連
直
シ
、
四
面
ノ
堅
固
ヲ
成
シ
、
川
流
通
行
シ
テ
、
五
穀

生
而
後
、
一
国
ノ
富
強
ヲ
ナ
ス
、
故
ニ
一
国
ノ
形
勢
ヲ
論
ス
ル
モ
ノ
山
脈
水
理
ヲ
以

テ
第
一
ト
ス
」
と
し
て
、
山
脈
・
水
利
を
中
心
に
し
て
郡
内
の
様
子
を
述
べ
る
と
す

る
。
一
方
の
Ｂ
本
は
、
歌
人
が
居
な
が
ら
名
所
を
知
る
よ
う
に
、
地
理
書
を
見
れ
ば
、

そ
の
国
郡
の
租
額
・
戸
口
・
土
地
の
肥
痩
・
物
産
・
故
事
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
ま
と
め
た
と
す
る
。
Ａ
本
は
あ
る
程
度
地
理
を
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
理
解
す
る

の
は
難
し
い
。
Ｂ
本
は
郡
・
村
、
項
目
ご
と
で
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
わ
か
り
や
す

い
。

　

ま
た
、
Ａ
本
と
Ｂ
本
に
は
記
述
形
式
の
他
に
、
採
り
上
げ
た
郡
数
も
異
な
っ
て
い

る
。
Ａ
本
は
沼
隈
・
葦
田
の
二
郡
を
あ
げ
る
の
み
に
対
し
て
、
Ｂ
本
は
藩
領
全
七
郡

（
備
後
国
深
津
郡
・
沼
隈
郡
・
葦
田
郡
・
品
治
郡
・
安
那
郡
・
神
石
郡
・
備
中
国
哲
多

郡⑪
）
を
取
り
上
げ
、
城
下
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
差
異
を
考
え
る
た
め
に
、『
地
理
略
』
の
編
纂
過
程
を
み
る
こ
と
に
す
る
。
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第
二
章
　『
福
山
管
内
地
理
略
』
の
編
纂

　

雪
窓
が
『
地
理
略
』
を
編
纂
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）

の
福
山
藩
大
参
事
岡
田
吉
顕
に
よ
る
教
育
改
革
と
関
わ
っ
て
い
る⑫
。
国
家
に
有
用
な

人
材
の
養
成
を
目
的
と
し
、
小
学
・
中
学
・
大
学
の
三
段
階
制
を
採
用
し
、
対
象
者

を
四
民
と
す
る
改
革
が
行
わ
れ
た
。

　

こ
の
教
育
改
革
に
伴
い
、
児
童
は
小
学
で
修
身
・
国
体
・
地
理
・
窮
理
・
経
済
・

歴
史
・
数
・
書
な
ど
を
学
ぶ
こ
と
に
な
り
、
教
科
書
が
必
要
に
な
っ
た
。
藩
は
慶
應

義
塾
社
中
の
『
世
界
国
尽
』・『
窮
理
図
解
』
な
ど
を
用
い
る
一
方
、
い
く
つ
か
の
教

科
書
に
つ
い
て
は
独
自
に
編
纂
す
る
こ
と
と
し
た⑬
。

　

明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
一
一
月
七
日
、
雪
窓
は
『
歴
代
一
覧
』
と
『
地
理
略
』

の
二
書
の
編
纂
を
命
ぜ
ら
れ
た⑭
。
雪
窓
は
二
書
の
編
纂
に
取
り
組
ん
だ
が
、
同
月
一

四
日
に
な
る
と
、
先
に
『
歴
代
一
覧
』
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
す
こ
と
と
し
た
。

な
お
、『
歴
代
一
覧
』
は
、
国
体
の
教
科
書
で
、
神
武
天
皇
か
ら
今
上
天
皇
（
明
治
天

皇
）
ま
で
の
歴
代
の
天
皇
に
つ
い
て
、
そ
の
父
母
・
諡
号
・
即
位
・
享
年
・
皇
后
・

山
陵
な
ど
項
目
を
あ
げ
て
と
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る⑮
。

　

一
二
月
一
〇
日
の
書
簡
に
「
先
ツ
歴
代
一
覧
荒
々
相
済
候
間
、
此
上
ハ
管
内
地
理

略
之
方
ヘ
編
輯
取
掛
、
草
稿
少
々
出
来
次
第
如
例
呈
覧
御
下
知
是
祈
候
」
と
あ
り
、

『
歴
代
一
覧
』
の
完
成
後
、『
地
理
略
』
の
編
纂
作
業
を
再
開
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ

る
。
雪
窓
は
草
稿
が
少
々
出
来
次
第
確
認
い
た
だ
き
た
い
と
述
べ
、
二
日
後
の
書
簡

に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
（
下
線
部
は
筆
者
）。

　

一
筆
啓
上
仕
候
、
然
者
此
間
御
城
下
ゟ
罷
帰
リ
地
理
略
御
含
之
体
裁
ヲ
以
テ

児
童
之
口
吻
ニ
上
り
易
き
様
略
相
綴
り
、
下
書
之
儘
未
た
傍
ハ
附
ケ
不
申
候
得

共
、
不
取
敢
奉
掛
御
目
候
、
何
卒
御
瀏
覧
之
上
又
々
思
召
被
仰
聞
度
、
尤
先
日

河
村
少
参
事
之
仰
ニ
ハ
、
御
三
人
様
ニ
而
何
レ
御
壱
人
十
五
日
府
中
納
会
之
節

ヘ
御
越
被
遊
候
哉
之
御
含
候
間
、
何
卒
其
砌
ニ
此
原
稿
御
下
ケ
被
下
、
他
郡
も

是
ニ
倣
ひ
綴
り
候
哉
、
又
ハ
外
ニ
可
然
認
方
有
之
候
哉
、
両
様
御
報
教
奉
待
上

候
、
以
上

　

十
二
月
十
二
日　

　

校
務
掛
大
属
御
衆
中

　

雪
窓
は
、『
地
理
略
』
の
下
書
（
草
稿
）
を
送
付
し
、
河
根
重
秀
ら
三
人
に
確
認

し
、
三
人
の
内
一
人
が
一
五
日
の
府
中
の
納
会
に
訪
れ
る
際
に
返
し
て
も
ら
え
る
よ

う
に
求
め
た
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、「
他
郡
も
是
ニ
倣
ひ
綴
り
候
哉
」
と
の
記

述
で
あ
る
。
本
記
述
か
ら
、
下
書
に
は
藩
領
七
郡
の
記
述
は
な
く
、
数
郡
の
記
述
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
雪
窓
は
河
根
ら
に
よ
る
確
認
を
経
て
問
題
が
な

け
れ
ば
、
残
り
の
郡
を
記
そ
う
と
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、
前
章
で
み
た
二
郡
の
記
述
で
終
わ
っ
て
い
る
Ａ
本
で

あ
る
。
雪
窓
に
求
め
ら
れ
た
の
は
、「
児
輩
之
口
ニ
揚
リ
易
」
い
教
科
書
で
あ
っ
た

が
、
Ａ
本
の
内
容
は
児
童
向
け
と
は
言
い
難
い
。『
地
理
略
』
と
同
時
期
に
ま
と
め
て

い
た
『
歴
代
一
覧
』
の
草
稿
に
つ
い
て
も
、「
児
輩
之
口
ニ
揚
リ
易
キ
様
ニ
簡
古
ニ
仕

組
候
方
可
然
、
細
密
之
事
件
ハ
追
々
史
略
等
ニ
而
承
知
可
仕
、
先
小
学
之
手
始
ニ
付

前
文
位
ニ
而
ハ
如
何
」
と
い
わ
れ
て
お
り
、
難
解
な
も
の
で
あ
っ
た⑯
。
雪
窓
は
、
以

上
の
指
摘
を
踏
ま
え
て
「
児
輩
之
口
ニ
揚
リ
易
」
い
よ
う
に
、
項
目
ご
と
に
ま
と
め

る
体
裁
に
変
更
し
、
書
き
上
げ
て
い
る
。『
歴
代
一
覧
』
と
併
行
し
て
作
ら
れ
た
『
地

理
略
』
の
草
稿
も
同
様
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。『
地
理
略
』
も
『
歴
代
一
覧
』
の

書
式
を
参
考
に
、
項
目
ご
と
に
ま
と
め
る
体
裁
に
変
更
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
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が
、
Ｂ
本
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
変
更
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
Ａ
本
が
二
郡
の

記
述
で
と
ま
っ
て
い
る
こ
と
も
理
解
で
き
る
。

　

さ
て
、
雪
窓
が
『
地
理
略
』
の
編
纂
を
行
う
上
で
大
い
に
利
用
し
た
と
思
わ
れ
る

の
が
、『
福
山
志
料
』（
以
下
、『
志
料
』。）
で
あ
る
。『
志
料
』
は
、
五
代
福
山
藩
主

阿
部
正
精
の
命
を
う
け
て
文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）
に
菅
茶
山
が
著
し
た
藩
の
地
誌

で
あ
る
。
雪
窓
は
編
纂
拝
命
後
の
一
一
月
九
日
に
『
志
料
』
の
貸
借
を
申
請
し
て
お

り
、
里
程
・
方
位
な
ど
を
『
志
料
』
に
拠
っ
た
と
述
べ
て
い
る⑰
。

　

そ
の
こ
と
を
『
志
料
』
と
『
地
理
略
』
の
記
載
を
も
と
に
み
て
み
よ
う
。【
表
1
】

は
、
葦
田
郡
福
田
村
の
『
志
料
』
と
『
地
理
略
』
の
記
載
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
『
地
理
略
』
の
項
目
は
、
①
村
の
藩
城
（
福
山
城
）
か
ら
村
ま
で
の
距
離
、
方
角
②

租
額
③
戸
数
④
人
口
⑤
神
祠
の
数
⑥
寺
院
の
数
で
あ
る
。
一
方
の
『
志
料
』
の
項
目

は
、
①
村
の
福
山
か
ら
の
距
離
・
方
向
、
村
の
大
き
さ
②
田
畝
③
歳
額
④
戸
口
⑤
畜

数
⑥
河
川
⑦
池
塘
⑧
橋
⑨
堰
閘
⑩
橋
彴
⑪
山
溪
⑫
廟
墓
⑬
塔
寺
⑭
古
蹟
⑮
古
壕
⑯
孝

子
で
あ
る
。『
志
料
』
の
方
が
『
地
理
略
』
に
比
べ
て
項
目
数
が
多
く
、
内
容
も
詳
細

で
あ
る
。
一
見
す
る
と
両
本
の
関
わ
り
は
不
明
で
あ
る
が
、『
地
理
略
』
が
『
志
料
』

を
基
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
内
容
か
ら
確
認
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
両
本
に
み
え
る
①

各
村
の
福
山
城
か
ら
の
み
た
方
角
・
距
離
に
つ
い
て
、『
地
理
略
』
の
「
福
田
村
ハ
藩

城
ヲ
相
距
ル
三
里
、
戌
亥
当
ル
」
は
、『
志
料
』
の
「
福
田
村
、
福
山
ヨ
リ
三
里
、
戌

亥
二
当
ル
、
村
東
西
二
十
一
町
五
十
五
間
、
南
北
五
十
二
町
十
二
間
」
の
前
半
部
分

を
用
い
て
、
福
山
を
藩
城
に
改
め
た
も
の
で
あ
る
。『
地
理
略
』
の
「
神
祠
大
小
四
十

一
宇
」
は
『
志
料
』
の
「
八
幡
二
社
・
艮
大
明
神
・
二
宮
大
明
神
・
荒
神
二
社
」
の

六
神
と
「
小
祠
三
十
五
」
を
合
わ
せ
た
数
で
あ
り
、『
地
理
略
』
の
寺
院
二
基
は
『
志

料
』
の
「
西
教
寺
・
福
性
院
」
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
『
地
理
略
』
に
は
、
以

上
の
項
目
に
加
え
て
土
地
の
肥
痩
・
物
産
・
故
事
な
ど
が
書
か
れ
て
い
る
場
合
も
あ

る
が
、
こ
れ
も
『
志
料
』
の
記
述
を
も
と
に
書
か
れ
て
い
る
。
次
の
も
の
は
、
他
と

や
や
異
な
る
部
分
が
あ
り
、
引
用
し
た
い
。

　
『
志
料
』
葦
田
郡
荒
谷
村

　

此
村
峯
巒
ノ
間
モ
ア
リ
テ
人
家
澗
辺
ア
ル
ヒ
ハ
巒
上
ニ
ア
リ
、
雲
石
ノ
街
道

ニ
テ
府
中
ヨ
リ
上
リ
入
ル
坂
根
ト
イ
フ
倹
隘
ニ
テ
雲
気
衣
ヲ
湿
ス
阪
下
ニ
蓑
荷

ノ
丸
山
ト
云
峰
ア
リ
、
阪
上
ヨ
リ
半
マ
テ
両
涯
突
兀
樹
木
鬱
葱
ノ
間
季
春
ノ
比

ニ
イ
タ
レ
ハ
ヤ
マ
フ
キ
ノ
花
満
山
ニ
開
キ
原
野
ノ
菜
花
ノ
畦
ヲ
見
ル
如
ク
黄
金

堆
中
ニ
入
ル
コ
ヽ
チ
ス
ト
云

　
『
地
理
略
』
葦
田
郡
荒
谷
村

此
村
ニ
雲
石
へ
往
還
ス
ル
坂
根
ト
云
ヘ
ル
峠
ア
リ
、
此
坂
ノ
東
西
ニ
テ
、
寒
暖

ノ
気
候
、
大
ニ
変
セ
リ
、
総
シ
テ
管
内
モ
、
此
坂
ヨ
リ
以
南
ハ
、
皆
山
村
ニ
テ
、

人
物
モ
朴
実
不
飾
ノ
風
ア
リ
、
且
又
、
春
末
ハ
、
山
吹
ノ
花
盛
開
キ
、
坂
ヲ
踰

ユ
ル
行
客
ハ
、
黄
金
堆
裏
ヲ
往
カ
如
シ

　
『
地
理
略
』
の
内
容
は
『
志
料
』
を
と
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
下
線
部
の
本

地
域
の
人
々
の
性
格
に
関
す
る
記
述
は
『
志
料
』
に
な
く
、
雪
窓
の
見
解
を
記
し
た

の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
記
述
は
他
に
も
あ
り
、
い
く
つ
か
例
示
し
よ
う
。

①
葦
田
郡
相
方
村

福
山
ヨ
リ
此
村
迠
ノ
通
行
ハ
北
ニ
斜
ニ
自
然
ト
高
ク
此
ニ
至
リ
テ
、
右
ハ
宮
内
、

ヒ
ダ
リ
ハ
府
中
、
両
岐
ヲ
成
セ
ル
道
路
ナ
リ

②
品
治
郡
宮
内
村

此
村
ニ
、
吉
備
津
宮
コ
ソ
、
鎮
座
シ
給
フ
、
扨
此
神
ハ
孝
霊
帝
第
四
ノ
皇
子
狭

芹
彦
命
ニ
テ
、
実
ニ
一
国
ノ
宗
祠
ナ
リ
、
祭
式
神
事
様
々
ア
レ
ト
、
前
中
二
国
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【表 1】　『福山志料』と『福山管内地理略』の福田村の記載比較

『福山志料』 『福山管内地理略』
　福田村
福山ヨリ三里、戌亥二当ル、村東西二十一町五十五間、南北五十二町十二間

福田村ハ藩城ヲ相距ル、三里、戌亥当
ル

　田畝
百六十一町五反三畝二歩、内畠六十八町七反九畝二十五歩
　歳額
千六百八十九石八斗六升五合、内畠五百二十三石四斗七升九合

租額ハ、千六百九十六石一斗八升二合

　戸口
戸四百二十五、口千九百三十五内女九百二十二、僧六、瞽九、外乞食七

戸数ハ、三百七十軒、口数ハ、二千十
二人

　畜
牛百七十九、馬三十一
　溝渠
蘆田川、
有地川、下有地村ヨリ向永谷ヘ落ル
別所谷川、市原谷川、ミナ潤ナリ
蕩、横十間長七十二間スクモ塚二アリ、古城アル処ナレハノ壕ノコレナルヘシ
　池塘
瀬来池、周二町五十四間
七ツ池谷ノ大池、周三町十九間
魚免池、周二町二十間
観音堂池、周三町二十一間
留谷池、周十二町五十七間
小池四十七
　堰閘
横土手樋　長六間二尺、横五尺一寸、高三尺二寸
水碓一
　橋彴
小橋三十
　山溪
嶺一、鍋峠、赤坂ニ通シ又新市宮内ヨリ松永尾道ヘ通
　廟墓
八幡二社、一ハ亀山ト云、生土神也、一ハ宮ノ窪ト云、
艮大明神、古屋ト云所ニアリ
二宮大明神、迫ニアリ、日女大明神ト云アリテ明細書ニノセス、此社ニハアラ
スヤ、
荒神二社、大日、西御堂
小祠、三十五
古墓、福田寺、霊光寺ノ趾等ニ没字ノ大五輪アリ
　塔寺
西教寺、清水山浄土真宗光照寺末寺、開基教春上人
福性院、法輪山真言宗明王院末寺
小仏屋五、
憩亭八、大砂、東御堂、峯、霊光寺跡二、福田寺門前、福田寺跡、スクモ塚

神祠大小四十一宇ニテ、

寺院ハ二基ナリ

　古蹟
宇佐山城、城主シレス、
明光山城、福田遠江守雅開城、近江守森春ハ盛雅父ナリ〈古城記備中府志〉、
一宮ニ遠江守カ頂礼札ト云モノアリ、宮内ノ条ニ出ス、
　六郡志に福田遠江守は尼子毛利の節の事なるべけれどいつれの幕下と云こと
をしらす、瀬来伊賀、塩飽十次郎、市差次郎左衛門なと云者、遠江守家臣なり
しとそ、其屋鋪跡今に云伝て所の字となる岡田氏人有、又其家臣末也と云、
桂平山城、光成左京之進と云伝フ、
利鎌山城、光成左京之進隆正〈備後古城記〉新三郎興家、
　一本古城記ニ大内家ノ士ナリ、先祖ハ桜山慈俊ニ随ヒシト云、福田カ城トハ
同山ニテ別処ナリ
スクモ塚、有地玄蕃〈備後古城記〉
福田寺跡、六郡志に福性院の脇に小き山にて古き石塔あり、今十王堂の辺の字
をいふ
　古壕、大本谷、湯神谷、
　コノ外ニ二ツアリ、四十年前石ヲトリシヨリクツレシヨシナリ
　孝子
　宇兵衛、総叙ニ出、女菊、同
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ニ
相
違
シ
テ
、
是
迠
社
僧
支
配
ノ
宮
ナ
ル
処
、
今
般
復
古
ノ
折
柄
ニ
本
藩
朝
旨

ヲ
遵
奉
シ
テ
、
神
務
ニ
心
用
ヒ
、
正
キ
古
典
ニ
復
ス
、
誠
ニ
賀
ス
ヘ
キ
至
リ
ナ

リ

③
品
治
郡
近
田
村

此
村
ト
大
矢
村
ト
ノ
間
ニ
、
仙
養
ヶ
原
ト
云
ヘ
ル
広
キ
地
ア
リ
、
実
ニ
開
拓
ア

リ
度
処
ナ
リ

④
安
那
郡
下
竹
田
村

此
村
ニ
生
ス
ル
蛍
ハ
、
尋
常
ニ
勝
レ
、
大
ニ
シ
テ
、
光
曜
ア
リ
、
菅
茶
山
ノ
詩

ニ
、
竹
田
村
畔
渓
橋
路
、
蛍
火
群
飛
夜
不
昏
ト
云
ヘ
ル
ハ
、
即
チ
是
ナ
リ

⑤
安
那
郡
東
中
条
村

東
西
中
条
両
村
ハ
、
往
年
土
俗
、
頗
ル
健
訟
ノ
悪
習
ア
リ
、
近
歳
我
管
内
ト
ナ

リ
シ
ヨ
リ
、
革
面
、
此
風
用
稍
ク
変
シ
ケ
リ

　

①
は
実
地
に
基
づ
く
見
解
で
あ
ろ
う
し
、
②
は
維
新
後
の
藩
の
変
化
を
知
る
上
で

興
味
深
い
。『
地
理
略
』
に
は
神
社
に
関
す
る
具
体
的
な
記
述
が
他
に
も
あ
る
。
神
職

の
家
に
生
ま
れ
た
、
彼
の
出
自
と
関
わ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
③
は
仙
養
ヶ
原
（
神

辺
高
原
）
の
開
拓
を
勧
め
る
記
述
で
あ
る
。
開
墾
・
干
拓
の
歴
史
を
述
べ
る
記
述
は

他
に
も
あ
る
が
、
今
後
の
開
拓
を
述
べ
る
の
は
珍
し
い
。
⑤
の
東
西
中
条
町
は
嘉
永

五
年
（
一
八
五
二
）
の
加
増
に
よ
っ
て
福
山
藩
領
と
な
っ
た
。
そ
れ
以
前
と
以
後
の

様
子
を
記
し
て
い
る
こ
と
は
、
貴
重
で
あ
る
。
④
の
菅
茶
山
の
詩
と
は
「
竹
田
夜
帰
」

の
こ
と
で
、
菅
茶
山
の
『
志
料
』
の
安
那
郡
下
竹
田
村
の
「
ハ
ザ
マ
川
」
に
「
此
川

蛍
多
シ
大
サ
境
内
ニ
ナ
ラ
ヒ
ナ
シ
、
長
サ
一
寸
弱
ナ
ル
モ
ノ
ア
リ
」
と
み
え
る
。
ま

た
、
安
那
郡
川
北
村
の
項
で
は
「
近
時
ニ
及
ヒ
、
高
士
儒
業
ヲ
以
テ
、
遍
ク
天
下
ニ

名
を
得
タ
ル
、
菅
茶
山
ハ
此
ノ
村
ヨ
リ
出
ル
ナ
リ
」
と
記
し
て
い
る
。

　

雪
窓
は
、『
志
料
』
に
拠
り
つ
つ
も
、
全
て
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
の
で
は
な
く
、
重

要
な
点
を
取
り
上
げ
、
そ
の
上
で
自
己
の
知
見
を
加
え
な
が
ら
ま
と
め
て
い
っ
た
と

い
え
る⑱
。
そ
の
な
か
に
は
『
地
理
略
』
が
編
纂
さ
れ
た
頃
（
明
治
三
・
四
年
）
様
子

を
伝
え
る
も
の
も
あ
り
、
重
要
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
雪
窓
の
記
述
姿
勢
を
確
認
し
た
上
で
、
改
め
て
【
表
1
】
を
み
て
み

る
と
、『
地
理
略
』
の
租
額
・
戸
口
数
が
『
志
料
』
の
も
の
と
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に

気
づ
く
。
相
違
す
る
戸
口
や
租
額
は
、『
地
理
略
』
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
、
雪
窓
が

と
く
に
こ
だ
わ
っ
た
点
で
あ
る
。
章
を
改
め
て
み
て
い
き
た
い
。

第
三
章
　『
地
理
略
』
の
租
額
と
戸
口
数

　
『
福
山
市
史
』
は
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
六
月
の
藩
全
体
の
人
口
を
約
一
八
万

二
七
〇
〇
人
、
福
山
の
人
口
を
一
万
八
八
一
一
人
と
紹
介
す
る⑲
。
こ
れ
は
『
江
木
鰐

水
日
記
』
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
六
月
朔
日
条
に
拠
る
も
の
と
思
わ
れ
る⑳
。

　
『
地
理
略
』
は
、
福
山
城
下
、
藩
領
一
六
三
村
を
述
べ
た
後
に
、
総
計
と
し
て
『
江

木
鰐
水
日
記
』
と
同
数
の
租
額
・
戸
口
数
を
載
せ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
『
地
理

略
』・『
江
木
鰐
水
日
記
』
の
租
額
・
戸
口
数
は
同
じ
史
料
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
か
、

も
し
く
は
『
地
理
略
』
の
租
額
・
戸
口
数
が
『
江
木
鰐
水
日
記
』
の
記
述
の
も
と
に

な
っ
た
可
能
性
が
あ
る㉑
。

　
『
福
山
市
史
』
の
説
明
を
敷
衍
す
れ
ば
、『
地
理
略
』
の
村
毎
の
租
額
・
戸
口
数
も

明
治
四
年
六
月
頃
の
も
の
と
な
る
。
そ
れ
ら
が
『
地
理
略
』
に
記
載
さ
れ
た
の
は
、

雪
窓
の
努
力
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
十
二
月
九
日
付

の
書
簡
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
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一
筆
啓
上
仕
候
、
然
ハ
過
日
奉
拝
托
候
御
管
内
戸
数
・
口
数
并
租
額
之
義
何
卒

御
取
調
御
越
被
下
度
、
尤
租
額
略
相
分
居
候
様
申
上
候
得
共
、
塾
考
ニ
福
山
志

料
ニ
拠
リ
綴
リ
候
得
共
、
此
書
ハ
文
化
中
之
撰
ニ
候
故
、
其
後
御
管
内
所
村
々

新
発
出
来
村
人
御
願
申
、
其
田
エ
御
高
付
キ
候
而
モ
難
計
、
左
候
得
者
近
年
ニ

而
定
リ
候
分
ヲ
認
不
申
候
高
ハ
如
何
、
且
又
志
料
ニ
ハ
良
徳
公
御
加
封
壱
万
石

之
村
々
租
額
載
リ
不
申
候
間
、
何
卒
新
旧
御
管
轄
十
壱
万
石
之
租
額
、
戸
口
之

員
数
、
別
シ
テ
戸
口
之
数
ハ
年
々
相
増
居
候
間
、
成
丈
両
三
年
内
之
数
を
民
事

局
エ
御
掛
合
、
御
書
取
之
上
至
急
ニ
御
下
ヶ
候
様
奉
頼
上
候
、
以
上

�

五
弓
太
郎

　

校
務
掛
大
属
御
衆
中

　

雪
窓
は
、『
志
料
』
を
も
と
に
戸
数
・
口
数
・
租
額
を
綴
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、

『
志
料
』
の
租
額
・
戸
口
の
数
は
、
文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）
に
編
纂
さ
れ
た
も
の

で
、
編
纂
後
に
で
き
た
村
や
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
の
良
徳
公
阿
部
正
弘
に
加
増

さ
れ
た
所
領
の
村
な
ど
の
情
報
が
『
志
料
』
に
な
く㉒
、
新
旧
御
管
轄
十
一
万
石
の
租

額
・
戸
口
の
数
を
民
事
局
に
掛
け
合
い
教
え
て
も
ら
え
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
。
と

く
に
戸
口
の
員
数
は
両
三
年
の
員
数
を
民
事
局
に
問
い
合
わ
せ
て
ほ
し
い
と
切
望
し

て
い
る
。

　

そ
れ
を
う
け
て
、
一
二
月
二
七
日
、
雪
窓
の
も
と
に
戸
口
租
税
書
附
が
届
け
ら
れ

て
い
る
。『
地
理
略
』
の
租
額
・
戸
口
数
は
明
治
四
年
六
月
の
も
の
で
は
な
く
、
明
治

三
年
一
二
月
以
前
の
史
料
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
以
下
、
そ
の
こ

と
を
確
認
し
て
い
く
。

　
【
表
2
】
は
、『
地
理
略
』
と
「
巨
細
帳
」
に
み
え
る
葦
田
郡
久
佐
村
・
広
谷
村
・

金
丸
村
の
租
額
・
戸
口
数
で
あ
る
。
三
村
の
巨
細
帳
は
、
太
政
官
よ
り
国
勢
調
査
の

史
料
と
し
て
命
令
を
う
け
た
福
山
藩
が
、
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
一
一
月
に
藩
内

の
概
要
を
簡
単
に
記
載
し
提
出
さ
せ
た
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る㉓
。
雪
窓
が
租
額
・
戸

口
数
の
情
報
を
求
め
て
い
た
頃
に
作
成
・
提
出
さ
れ
た
も
の
で
、『
地
理
略
』
の
租

額
・
戸
口
数
を
考
え
る
上
で
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。

　

改
め
て
『
地
理
略
』・「
巨
細
帳
」
の
租
額
・
戸
口
数
を
比
較
す
る
と
、
そ
の
数
値

は
一
致
し
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
雪
窓
は
明
治
三
年
十
一
月
の
「
巨
細
帳
」
も
し

く
は
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
史
料
を
使
用
し
て
は
い
な
い㉔
。
最
新
の
数
値

は
雪
窓
に
下
さ
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
た
だ
そ
の
数
値
は
近
似
し
て
お
り
、
彼
が

「
成
丈
両
三
年
内
之
数
」
を
求
め
て
下
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、『
地
理
略
』
の
租
額
・
戸

口
数
な
ど
は
、
明
治
三
年
頃
以
前
の
、
明
治
時
代
初
期
の
数
値
と
し
て
み
て
差
し
支

え
な
い
と
考
え
る
。

　

明
治
時
代
初
期
の
藩
領
一
六
三
村
の
租
額
・
戸
口
数
が
わ
か
る
こ
と
は
、
貴
重
で

【表 2】　『地理略』・巨細帳の比較
久佐村

地理略 巨細帳
租額 405石3斗7升6合 403石3斗9升6合
戸数 114軒 112軒
口数 586人 580人

広谷村
地理略 巨細帳

租額 824石4斗4升1合 824石6升9合
戸 176軒 180軒
口 946人 1010人

金丸村
地理略 巨細帳

租額 1062石7斗8升9合 1060石5斗9升7合
戸 251軒 251軒
口 1316人 1376人
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福山城下

戸 口

士族 799 4337

卒 1546 4904

庶 2556 9570

深津郡（27村）

村 租額 戸 口

吉津村 424石4斗3升4合 357 845

木野庄村 731石9升4合 135 676

本庄村 1337石5斗4升2合 172 798

野上村 888石7斗6升2合
338 1198

　（野上村）新開 1139石2斗1升6合

多治米村 445石5斗9升 141 687

川口村 666石7斗5升3合 218 1115

三吉村 1312石6斗9升5合 168 724

手城村 1565石3斗9合 293 1541

深津村 861石3斗4升4合

426 1820　（深津村）沼田新墾 1359石5升1合

　（深津村）木野端 208石9斗7升5合

市村 713石8斗1升4合
366 1655

　（市村）沼田新田 1428石2斗3升7合

奈良津村 276石9升7合 57 287

引野村 498石4斗4升1合
420 1983

　（引野村）沼田新墾田 1561石2斗9升5合

津之下村 431石9斗8升8合 140 768

大門村 438石3合 113 514

野々浜村 622石8斗2升9合 198 957

坪生村 1195石3斗2合 267 1286

能嶋村 221石7斗7升4合 70 366

浦上村 728石1斗8升8合 204 1095

吉田村 817石4斗5升3合 79 423

宇山村 210石4斗8升8合 48 263

千田村 1208石2升3合 363 1732

薮路村 261石7斗4升2合 105 485

坂田村 156石2斗9合 42 198

中津原村 1418石7升 240 1056

森脇村 731石1斗3升4合 124 555

下岩成村 1090石1斗7升7合 178 823

上岩成村 701石7斗3升5合 85 417

沼隈郡（44村）

郷分村 522石3斗9合 226 1172

山手村 1631石2斗5升2合 314 1543

津之郷村 1178石7斗4升2合 259 1374

地頭分村 829石7升2合 169 905

長和村 1036石9斗7升4合 200 1036

山北村 505石4斗2升1合 50 253

加屋村 207石6斗4升8合 62 323

赤坂村 945石2斗9升7合 261 1280

早戸村 523石8升6合 147 745

神村 1859石9斗9升3合 528 2710

【表 3】　『福山管内地理略』全一六三村・租額・戸口数一覧表
（沼隈郡の続き）

村 租額 戸 口

松永村 315石3斗9升6合 684 3120

今津村 947石4斗5升7合 455 2130

本郷村 1065石7斗8升6合 398 1944

東村 906石8斗4升9合 292 1280

西村 738石1斗4升5合 235 1150

高須村 1098石7斗9升 386 1963

山波村 219石5斗6升4合 122 622

佐波村 345石5斗5升7合 76 361

神嶋村 232石7斗8升8合 57 263

草戸村 468石4斗4升1合 187 1010

水呑村 808石8斗8升8合 629 1333

田尻村 583石4斗4升8合 339 1670

上山田村 531石8合 210 1208

中山田村 646石5斗1升6合 230 1159

下山田村 412石6斗6升9合 157 663

上山南村 553石9斗3升5合 180 934

中山南村 538石8斗6升4合 246 1211

下山南村 480石2斗4升8合 175 888

柳津村 394石3升7合 342 1726

藁江村 571石8斗8升8合 171 891

金見村 736石6斗3升5合 263 1325

藤江村 620石1斗4升7合 589 2912

浦﨑村 868石2斗6升7合 619 3380

外常石村 162石1斗9升6合 157 854

内常石村 230石4升 194 1028

草深村 836石7斗9升8合 256 1382

能登原村 320石2升4合 212 1110

百嶋村 332石5升8合 275 1624

横嶋村 152石1斗3升9合　 182 1169

田嶋村 356石7斗1合 666 3389

走嶋村 62石5斗3合 53 324

鞆津 217石3斗2升4合 1376 5547

平村 221石5斗9升1合 217 1388

原村 208石7升9合 164 799

葦田郡（28村）

福田村 1696石1斗8升2合 370 2012

相方村 280石2斗3升9合 121 642

下有地村 805石4斗5升1合 211 1118

上有地村 1809石8斗4升6合 318 1690

柞摩村 464石3斗8升7合 154 842

栗栖村 1052石5斗1升8合 273 1562

土生村 429石3斗1升7合　 145 705

中須村 843石3升5合 172 873

高木村 964石1升4合 190 1032

府川村 424石9斗1升 52 239

広谷村 824石4斗4升1合 176 946

町村 523石3斗6升 103 591

本山村 360石7升3合 108 607
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（葦田郡の続き）

村 租額 戸 口

府中市 543石7斗3升8合 999 3641

出口村 414石6斗6升5合 329 1389

荒谷村 457石8斗9合 222 1325

藤尾村 479石7斗6升7合 177 1097

常村 1034石3斗3升2合 238 1284

金丸村 1062石7斗8升9合 251 1313

桑木村 274石1斗6升8合 40 220

行縢村 453石2斗8升9合 86 435

木野山村 606石4斗6升6合 188 1099

阿字村 604石3斗4升5合 194 1060

久佐村 405石3斗7升6合 114 586

河面村 229石5斗2升5合 170 1080

上山村 438石9斗5升8合 154 948

父石村 481石6斗5升7合 115 695

目﨑村 322石3斗6升9合 93 491

品治郡（21村）

下山守村 150石8斗4升7合 79 378

上山守村 665石3斗6升6合 171 844

今岡村 254石7斗7升6合 74 401

向永谷村 559石1斗4升1合 121 674

大橋村 452石1斗2合 129 683

坊寺村 184石8斗8升9合 58 292

江良村 546石6斗7升8合 124 538

倉光村 439石4斗4升6合 98 474

万能倉村 1356石7斗7升9合 203 938

中嶋村 520石1斗3升7合 106 519

近田村 743石7斗3升3合 144 618

戸手村 1001石2斗6合 285 1540

新市村 622石6斗5升9合 354 1552

下安井村 883石6升 194 1056

上安井村 537石5斗3升2合 115 523

雨木村 329石8升8合 105 585

助元村 371石3斗3升1合 127 605

新山村 337石8斗3合 98 556

服部永谷村 441石3斗9合 156 864

服部本郷村 420石7斗6升9合 125 650

宮内村 890石3斗9升8合　 303 1553

安那郡（27郡）

上竹田村 942石6斗9升4合 146 736

下竹田村 1454石7斗9升3合　 208 1100

八尋村 846石8斗2升1合 166 772

上御領村 1674石9升3合 224 1139

下御領村 1101石9斗7升2合 133 666

湯野村 1454石1斗8升7合 188 901

（安那郡の続き）

村 租額 戸 口

平野村 1052石1斗8升 180 811

川北村 1592石6斗9升6合　 301 1378

川南村 2599石9斗4升8合 324 1529

徳田村 1064石2斗3升8合 175 893

十九軒屋村 180石3斗1升2合 22 114

十三軒屋村 169石9斗3升2合 22 120

道上村 1532石3斗8升8合 240 1166

八軒屋村 134石3斗7升4合 24 131

上加茂村 464石8斗5升 75 366

中野村 586石1升4合 119 614

粟根村 605石8斗8升9合 32 139

下加茂村 1172石5斗5升 193 971

箱田村 277石1升1合 57 315

東中条村 739石6斗1升1合 303 1337

西中条村 1089石2斗1升7合 217 1020

三谷村 340石8斗8升9合 101 454

山野村 1233石6斗4升1合 470 2467

矢川村 131石3斗9合 40 245

葦原村 395石1斗9升3合 81 366

東法成寺村 651石7斗2升6合 148 750

西法成寺村 459石7斗5合 90 431

神石郡（15村）

花済村 132石7斗4合 22 140

上豊松村 1128石9斗2升9合 164 948

上野村 192石4斗7升4合 48 267

時安村 695石9斗5升1合 96 710

亀石村 253石4斗1升9合 44 229

坂瀬川村 127石4斗8升3合 40 229

井関村 570石3斗8升4合 105 543

李村 218石6斗5升2合 39 215

近田村 524石6斗7升3合 114 633

東有木村 578石3升9合 65 362

西有木村 351石3斗2升5合 60 337

大矢村 149石5斗1升4合 31 154

笹尾村 601石3斗1升3合 112 649

小野村 690石1斗7升8合 159 751

中平村 270石9斗1升4合 30 141

備中国哲多郡

領家村 325石9斗5升1合 110 604

地頭村 614石9斗6升7合 142 725

総計（地理略記載）

租額 戸 口

7郡163村 11万2728石6斗8升2合 38173 182700
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【表 4】　『地理略』の戸口数

戸数 口数

福山城下 4901 18811

深津郡（27村） 5347 24267

沼隈郡（44村） 13010 63098

葦田郡（28村） 5762 29525

品治郡（21村） 3169 15842

安那郡（27村） 4279 20931

神石郡（15村） 1129 6308

哲多郡（2村） 252 1329

総　計 37849 180111

の
総
計
が
正
し
い
と
み
た
場
合
で
あ
り
、
や
は
り
こ
の
前
後
の
史
料
に
よ
っ
て
多
面

的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
『
地
理
略
』
の
編
纂
過
程
・
材
料
、
掲
載
さ
れ
た
租
額
・
戸
口
数
に
つ

い
て
述
べ
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
『
地
理
略
』
は
明
治
三
年
の
福
山
藩
の
教
育
改
革
時

に
五
弓
雪
窓
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
こ
と
が
触
れ
ら
れ
る
程
度
で
あ
っ
た
が
、
藤
木

英
一
郎
氏
に
よ
っ
て
、
そ
の
内
容
を
具
体
的
に
し
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
今

後
の
研
究
に
お
い
て
、
貴
重
な
業
績
で
あ
る
。
本
稿
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
、
藤
木

氏
の
業
績
に
導
か
れ
た
点
が
大
き
い
。
改
め
て
謝
意
を
示
し
た
い
。

　

本
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、『
地
理
略
』
の
租
額
・
戸
口
数
、
五
弓
雪
窓
の
情
報
は
、

明
治
時
代
初
期
の
福
山
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
雪
窓
は
小
学
で
学
ぶ
児
童
が

『
地
理
略
』
を
読
め
ば
、
そ
の
国
郡
の
租
額
・
戸
口
・
土
地
の
肥
痩
・
物
産
・
故
事
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
と
ま
と
め
た
と
す
る
が
、
現
在
の
私
た
ち
が
『
地
理
略
』

を
読
め
ば
、
当
時
の
福
山
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
論
じ
る
べ
き
点
は

ま
だ
多
く
あ
る
が
、
他
日
に
期
す
こ
と
に
し
た
い
。
最
後
に
、
本
研
究
が
我
が
故
郷

福
山
の
歴
史
研
究
の
一
助
と
な
れ
ば
、
幸
甚
で
あ
る
。

註①　

福
山
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
福
山
市
史
』（
近
代
・
現
代
編
、
一
九
七
八
年
）
四
八
～

あ
る
。『
地
理
略
』
全
一
六
三
村
の
租
額
・
戸
口
を
ま
と
め
た
の
が
、【
表
3
】
で
あ

る
。
あ
わ
せ
て
城
下
の
戸
口
数
も
載
せ
た
。

　

貴
重
な
数
値
と
思
う
が
、
疑
問
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。
試
み
に
『
地
理
略
』
の

租
額
・
戸
口
数
を
足
す
と
、
租
額
：
一
一
万
二
七
二
八
石
一
升
二
合
、
戸
数
：
三
万

七
八
四
九
軒
、
口
数
：
一
八
万
一
一
一
人
と
な
る
。
そ
の
数
値
は
、『
地
理
略
』
が
載

せ
る
総
計
の
租
額
：
一
一
万
二
七
二
八
石
六
斗
八
升
二
合
、
戸
数
：
三
万
八
一
七
三

軒
、
口
数
：
一
八
万
二
千
〇
〇
人
と
一
致
し
な
い
。
現
時
点
で
は
い
ず
れ
が
正
し
い

か
は
断
定
で
き
な
い
。
Ｂ
本
の
校
訂
を
み
る
と
「
千
」
を
補
入
し
て
い
る
箇
所
も
あ

り
、
村
ご
と
の
数
値
に
誤
り
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
た
だ
そ
れ
も
『
地
理
略
』
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五
〇
頁
。
誠
之
館
百
三
十
年
史
編
纂
委
員
会
編
『
誠
之
館
百
三
十
年
史
』
上
、
福
山
誠

之
館
同
窓
会
誠
之
館
百
三
十
年
史
刊
行
委
員
会
、
一
九
八
八
年
）
二
二
三
～
二
二
六
頁

頁
。

②　

藤
木
英
太
郎
「
備
後
五
弓
久
文
著
「
福
山
管
内
地
理
略
」
に
つ
い
て
」（『
も
と
や
ま
』

二
九
、
二
〇
〇
一
年
）。

③　

関
西
大
学
図
書
館
「
関
西
大
学
所
蔵
岩
崎
美
隆
文
庫
・
五
弓
雪
窓
文
庫
目
録
』（
一
九

七
六
年
）。

④　

元
治
元
年
か
ら
明
治
一
九
年
ま
で
の
約
二
〇
年
に
わ
た
る
五
弓
雪
窓
の
日
記
。
九
四

冊
が
五
弓
雪
窓
文
庫
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。（
関
西
大
学
図
書
館
註
④
目
録
、
五
六
～
五

七
頁
）。

⑤　
「
附
録　

五
弓
雪
窓
略
伝
」（
関
西
大
学
図
書
館
註
③
目
録
、
六
〇
～
六
三
頁
）

⑥　

肥
田
晧
三
「
関
西
大
学
図
書
館
の
文
庫
〈
10　

五
弓
雪
窓
文
庫
、
20
増
田
渉
文
庫
、

25
大
阪
関
係
資
料
〉」（『
籍
苑
』
二
〇
、
一
九
八
五
年
）。

⑦　

朱
書
に
よ
る
校
訂
は
総
論
・
沼
隈
郡
に
集
中
し
、
葦
田
郡
に
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
。

朱
書
の
中
に
管
内
を
県
治
、
藩
を
県
、
芸
州
を
広
島
県
と
す
る
も
の
が
あ
り
、
明
治
四

年
（
一
八
七
一
）
七
月
の
廃
藩
置
県
以
降
に
な
さ
れ
た
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
校
訂
は
『
晩
香
館
日
誌
』
明
治
四
年
五
月
二
八
日
江
木
繁
太
郎
ゟ
来
書
な
ど
に
み

え
る
「
地
理
誌
」
に
関
わ
る
可
能
性
が
あ
る
。

⑧　
『
晩
香
館
日
誌
』
明
治
四
年
二
月
六
日
条
。
同
時
期
に
編
纂
さ
れ
た『
歴
代
一
覧
』も
真

田
に
よ
っ
て
清
書
が
な
さ
れ
て
い
る（『
晩
香
館
日
誌
』
明
治
三
年
一
一
月
二
七
日
条
）。

⑨　

Ｂ
本
の
校
訂
箇
所
は
、
Ａ
本
に
比
べ
て
少
な
い
。

⑩　

Ａ
本
の
引
用
箇
所
に
も
、
朱
筆
・
墨
筆
に
よ
る
校
訂
が
あ
る
。
註
⑦
で
述
べ
た
よ
う

に
、
明
治
四
年
以
降
の
も
の
も
あ
り
、
ひ
と
ま
ず
朱
筆
・
墨
筆
の
書
き
込
み
な
ど
は
翻

刻
し
な
か
っ
た
。
翻
刻
に
あ
た
り
、
基
本
的
に
は
新
字
体
を
用
い
た
。

⑪　

Ｂ
本
で
は
は
じ
め
領
家
村
・
地
頭
村
が
属
す
郡
を
川
上
郡
と
し
た
が
、
そ
れ
を
消
し

て
哲
多
郡
と
す
る
。
濱
本
文
庫
所
蔵
本
（
以
下
、
濱
本
文
庫
本
）
で
は
Ｂ
本
の
校
訂
を

反
映
さ
せ
て
哲
多
郡
と
書
か
れ
て
い
る
。
Ｂ
本
は
真
田
基
一
郎
に
よ
る
清
書
本
で
あ
る

が
、
以
上
の
校
訂
が
あ
る
こ
と
か
ら
最
終
稿
で
は
な
い
。
Ｂ
本
は
明
治
二
年
二
月
六
日

条
に
み
え
る
真
田
に
よ
っ
て
清
書
さ
れ
た
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
濱
本
文
庫

本
は
Ｂ
本
に
み
え
る
校
訂
を
す
べ
て
反
映
さ
せ
て
お
り
、
雪
窓
自
筆
に
よ
る
最
終
稿
か

そ
の
写
し
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

⑫　
『
福
山
市
史
』（
近
代
・
現
代
編
、
一
九
七
八
年
）
四
一
～
四
四
頁
。
広
島
県
編
『
広

島
県
史
』（
近
代
1　

通
史
Ⅴ
、
一
九
八
〇
年
）
五
二
〇
～
五
二
四
頁
。

⑬　

福
山
藩
の
小
学
の
教
科
書
に
つ
い
て
は
、『
誠
之
館
百
三
十
年
史
』（
上
、
福
山
誠
之

館
同
窓
会
誠
之
館
百
三
十
年
史
刊
行
委
員
会
、
一
九
八
八
年
、
二
二
四
～
二
二
八
頁
）

に
詳
し
い
。

⑭　

出
典
を
明
記
せ
ず
、
年
月
日
の
み
の
も
の
は
、『
晩
香
館
日
誌
』
に
拠
る
（
関
西
大
学

図
書
館
蔵
）。

⑮　
『
歴
代
一
覧
』
も
五
弓
雪
窓
文
庫
に
二
冊
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。『
歴
代
一
覧
』
に
つ
い

て
は
、
別
稿
を
用
意
し
て
い
る
。

⑯　
『
晩
香
館
日
誌
』
明
治
三
年
一
二
月
九
日
条
。

⑰　
『
晩
香
館
日
誌
』
明
治
四
年
二
月
六
日
校
務
掛
大
属
へ
文
通
。

⑱　

雪
窓
は
『
地
理
略
』
の
編
纂
に
あ
た
り
、
先
行
の
地
誌
『
志
料
』
を
誠
之
館
か
ら
借

り
受
け
て
い
る
が
、『
西
備
名
区
』
も
借
り
受
け
よ
う
と
し
た
こ
と
が
し
ら
れ
る
。『
西

備
名
区
』
は
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
に
駅
家
町
永
谷
の
庄
屋
馬
屋
原
重
帯
が
著
し
た

備
後
国
全
般
に
及
ぶ
地
誌
で
あ
る
。
雪
窓
は
、
宮
内
村
の
品
治
家
に
対
し
て
、
吉
備
津

宮
に
奉
納
さ
れ
た
『
西
備
名
区
』
の
貸
借
を
願
い
出
た
が
、
そ
れ
は
明
治
三
年
春
に
神

祇
取
調
に
あ
た
る
森
島
伊
丹
に
貸
し
出
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
お
り
、
雪
窓
は
借
り
受

け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
雪
窓
は
、
一
一
月
二
七
日
に
学
校
監
事
に
『
西

備
名
区
』
を
著
し
た
馬
屋
原
重
帯
の
生
家
へ
『
西
備
名
区
』
の
原
本
を
借
り
受
け
ら
れ
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一

る
よ
う
掛
け
合
っ
て
ほ
し
い
と
願
い
出
て
い
る
。
雪
窓
が
馬
屋
原
家
か
ら
『
西
備
名
区
』

を
借
り
受
け
ら
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

⑲　
『
福
山
市
史
』（
近
世
・
近
代
編
、
一
九
七
八
年
）、
四
七
〇
頁
。

⑳　
『
江
木
鰐
水
日
記
』
明
治
四
年
六
月
朔
日
条

�
�
�
�

管
内
七
郡
、
百
六
十
三
箇
、
租
十
一
万
二
千
七
百
二
十
八
石
六
斗
八
升
二
合
、
戸

三
万
八
千
百
七
十
三
、
口
十
八
万
二
千
七
百
人
、
城
市
士
庶
、
士
家
七
百
九
十

九
、
口
数
四
千
三
百
三
十
七
人
、
卒
戸
千
五
百
四
十
六
軒
、
口
数
四
千
九
百
四

人
、
士
卒
口
数
九
千
二
百
四
十
一
人
、
町
家
二
千
五
百
五
十
六
軒
、
口
数
九
千

五
百
七
十
人
、
士
商
合
壱
万
八
千
八
百
十
一
人
、
比
校
、
町
人
ノ
多
キ
事
三
百

二
十
九
人
ナ
リ

㉑　
『
晩
香
館
日
誌
』
明
治
四
年
五
月
二
十
八
日
、
六
月
四
日
条
な
ど
、
雲
窓
と
江
木
鰐
水

に
は
交
流
が
あ
る
。

㉒　

嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）、
阿
部
正
弘
は
江
戸
城
西
の
丸
造
営
を
指
揮
し
た
功
な
ど
に

よ
り
一
万
石
を
加
増
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
加
え
ら
れ
た
領
地
は
水
野
家
廃
絶
時
に
天
領

と
さ
れ
た
安
那
郡
（
八
村
）・
神
石
郡
（
一
五
村
）・
後
月
郡
（
二
村
）
で
あ
っ
た
。
安

政
二
年
に
、
後
月
郡
二
村
と
備
中
国
領
家
村
・
地
頭
村
を
替
え
て
い
る
（『
福
山
市
史
』

近
世
編
、
一
一
一
九
～
一
一
二
〇
頁
）。

㉓　

府
中
市
編
『
府
中
市
史
』（
史
料
編
Ⅳ　

地
誌
編
、
一
九
八
六
年
）
一
二
頁
。

㉔　

各
村
か
ら
提
出
さ
れ
た
「
巨
細
帳
」
を
も
と
に
藩
で
集
計
さ
れ
た
数
値
が
、『
藩
政
一

覧
表
』
福
山
部
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
戸
数
は
三
万
八
七
二
七
戸
、
口
数
（
人
員
）
は

十
八
万
五
八
五
八
人
で
あ
る
。
た
だ
、
朱
書
で
「
戸
数
人
員
等
ノ
事　

但
シ
該
藩
書
上

書
甚
タ
混
雑
不
文
明
而
シ
テ
終
リ
ノ
一
紙
明
白
ニ
之
ヲ
記
ス
故
ニ
其
明
白
ナ
ル
モ
ノ
ヲ

調
カ
ニ
セ
ヌ
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

【
付
記
】

　
『
福
山
管
内
地
理
略
』
の
調
査
・
翻
刻
を
許
可
し
て
く
だ
さ
っ
た
関
西
大
学
図
書
館
に
御

礼
申
し
上
げ
ま
す
。
濱
本
文
庫
の
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
福
山
城
博
物
館
学
芸
員
皿
海
弘

樹
氏
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
深
甚
の
謝
意
を
申
し
上
げ
ま
す
。




